
 

参考資料 

 

白岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

新 旧 

（食事の提供の特例） （食事の提供の特例） 

第１７条 略 

⑴ 略 

⑵ 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保

健所、市等の栄養士又は管理栄養士により、献立

等について栄養の観点からの指導が受けられる

体制にある等、栄養士又は管理栄養士による必要

な配慮が行われること。 

⑶～⑸ 略 

２ 略 

第１７条 略 

⑴ 略 

⑵ 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保

健所、市等の栄養士により、献立等について栄養

の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄

養士による必要な配慮が行われること。 

 

 ⑶～⑸ 略 

２ 略 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


